
社会技術研究論文集 Vol.3, 118-127, Nov. 2005 
 
 

118 

 

主観的な職業威信と Pro-social 行動 
―消防官をサンプルに用いた検討―i,ii 

 
Subjective Occupational Prestige and Pro-social Behavior: 

Examination of the Fire-Fighters' Sample 
 
 

堀 洋元
1
・鎌田晶子

2
・岡本浩一

3 

 
1修士（心理学）社会技術研究開発センター 社会心理学研究グループ研究員(E-mail:h-hori@ristex.jst.go.jp) 
2博士（心理学）文教大学人間科学部専任講師・社会技術研究開発センター 社会心理学研究グループ 

サブリーダー(E-mail:kamada@koshigaya.bunkyo.ac.jp) 
3社会学博士 東洋英和女学院大学人間科学部教授・社会技術研究開発センター 社会心理学研究グループ 

リーダー(E-mail: okamotok@ristex.jst.go.jp) 
 
 

ある職業に就く人それぞれが職業に感じている誇らしさを主観的な職業威信といい，主観的な職業威信

を高く保つことによって組織内の違反防止が促進されると考えられる．本研究では，消防官を対象として

取り上げ，彼らの主観的な職業威信について検討した．研究 1 では消防官の主観的な職業威信を探索的に

検討し，一般市民との結びつきが誇りの高さに影響を与える可能性を示した(n = 73)．研究 2 では，消防官

の主観的な職業威信の構造が一般有職者のものとは異なることを示し，さらに，主観的な職業威信の高さ

が組織における Pro-social 行動（組織のためになる行動）と関連することを示した(n = 187)．これらの結果

から，高邁な職業意識が違反防止に活用可能であることを提言する． 
 

キーワード：主観的な職業威信 組織的違反 消防官 Pro-social 行動 Nobless Oblige 
 
1. はじめに 
 
 近年，さまざまな業種の企業や官公庁による不祥

事が明らかになっている．JCO 東海事業所での臨界

事故（1999 年）や三菱自動車によるリコール隠し

（2000 年，2004 年），雪印食品による牛肉偽装事件

（2002 年），東京電力によるトラブル隠し（2002 年），

北海道警による裏金疑惑（2004 年）など枚挙に暇が

ない．三菱自動車製の大型車タイヤ脱落事故（2004
年）では国への虚偽報告が明るみになり，グループ

会社の前会長らが逮捕されたが，その時，三菱自動

車社長による以下のような発言があった． 
 都内のホテルで二十日行われた記者会見で，ビルフリート・ポ

ート社長は「（ハブ破損による横浜市の母子死傷事故と合わせ）

二つの尊い命が失われ深刻な事態と受け止めている．再発防止に

全力で取り組みたい」と頭を下げたうえで，「これまで長年放置

されてきたことに対し，私個人として激しい憤りを感じる」「当

時からの隠蔽体質の結果」などと自ら自社の隠蔽体質に言及した． 

（2004 年 5 月 21 日付産経新聞朝刊） 

この新聞記事にもあるように，組織による不正の

一因として‘組織の隠蔽体質’が考えられる．この

ような不正と対峙したとき，もし担当者が強い職業

意識を持ち自分の職業に対する誇りを真に高く感じ

ていれば，自分の所属している組織のみならず自分

の職業をも汚す隠蔽体質から抜け出せた可能性があ

る．すなわち，組織による不正の防止策として，個

人の職業意識を高める必要があると考えられる． 
 
2. 主観的な職業威信とは 
 
2.1. 高邁な職業意識とは 
 組織の中で不正が行われようとしたとき，製造部門

であれ整備部門であれ，さらには管理部門であれ，自

らの職務を全うできないことに憤りを感じた人がひと

りでも声を上げてさえいれば，組織が不正を隠し続け

ることはなかっただろう． 
職業意識の高さをフランス語の発音でノブレス・オ

ブリージュ(Nobless Oblige)とよぶ．直訳すれば‘高貴

な人々の義務’という意味であり，高貴な身分に生ま

れた人であれば，奉仕活動や慈善事業，軍務などに献

身する義務があるという思想を表した言葉である 1)．

先にあげた組織による事件・事故ではノブレス・オブ

リージュを‘義務を覚悟する人々の高貴さ’1)としてと

らえることが妥当であろう．自分の職業への義務を強

く感じている人々の高潔さ，すなわち職業に対する誇

りの高さが組織における違反の防止に役立つと考える． 
 松下・木村・下村 2)は，全国 50 の医療機関に勤務す

る看護職 1,805 名を対象に看護職者の職場環境に対す
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る意識を尋ねている．その中で事故の起こりやすさの

規定要因を重回帰分析で求めた結果，「職場の仕事に対

する誇り」が統計的に有意な影響を与えていた 3)．こ

のことからもノブレス・オブリージュが組織における

違反と関連していることが示唆されており，個人の職

業に対する誇りについて検討する必要がある． 
 
2.2. 職業威信と主観的な職業威信 
 職業威信とは，職業に対する社会一般による評価

である 4)．言い換えれば，社会的に共有された職業

魅力 5)である．職業威信に関する研究は，これまで

主に社会学的な観点から検討されている 6)7)． 
職業威信に関する測定は SSM 調査（社会階層と社

会異動全国調査）による大規模な縦断研究が行われ

ている．1955 年に始まったこの調査は，1995 年の第

5 回調査まで実施されている．第 5 回調査では，56
の職業名に対して「最も高い」から「最も低い」ま

での5段階評定から1つ選択する形式をとっている．

回答のうち，「最も高い」と答えた場合を 100，以下

75，50，25，0 として回答者全員の平均値を求めた

ものが職業威信スコアである．その結果，上位にみ

られた職業は「医師（90，職業威信スコア：以下同

じ）」「大学教授（84）」などの専門的職業が含まれて

いた．中位には「警察官（57）」が，さらに下位には

「印刷工（44）」「採炭工（37）」などの生産・製造工

程に関わる職業がみられた．さらに，職業威信スコ

アは学歴(r=.42)，所得（r=.40)，財産の有無（r=.37），
余暇行動の程度（r=.20），階級帰属意識（r=.20）な

どの社会的地位変数との相関が高いことが明らかに

なっている 8）．また，職業威信の序列は，国や人種，

性別，世代でほとんど変化せず，きわめて安定して

いることが多くの研究で示されている 7)9)10)．  
 このような‘客観的な’職業威信とは異なる次元

で‘主観的な’職業威信の存在が考えられる．これ

は個人の職業に対する評価であり，ある職業に就く

人それぞれが持つ職業に対する魅力である．換言す

れば，‘個人が自分の職業に感じる誇らしさ’11)とい

える．例えば，医師の職業に就いている両者のうち，

一方は職業に誇りを感じているのに対して，他方は

職業に誇りを感じていないということが考えられる．

この場合，客観的な職業威信の程度は同じであるが，

主観的な職業威信は個人によって異なる．どのよう

な職業も，十分に産業化した社会の中で行動に分業

が進んだ結果として生じたのであり，固有の社会的

役割がある 11)．その職業に固有で不可欠な社会的役

割をどの程度重視するかによって，自分の職業に対

して感じる誇らしさは異なることが予想される．  
下村・上瀬・堀・今野・岡本は，主観的な職業威

信をはじめとする変数を説明変数，「個人的違反経

験」「不正かばい合い経験」「不正の非難・回避経験」

のそれぞれを被説明変数として重回帰分析を行って

いる 12)．その結果，主観的な職業威信のうち，「社

会的承認による誇り」が高い人ほど①職場での個人

的な違反が少なく，②不正を非難する姿勢が強く，

③不正を回避した経験が多いということを明らかに

している．このことから主観的な職業威信が職場の

違反行動に結びついている可能性が示唆されている．

さらに，下村・堀は主観的な職業的威信が高いほど

組織における違反を抑止しうると示唆している 3)．

以上のことから，主観的な職業威信と組織における

違反防止との関連について検討する必要がある． 
 

3. どのような職業に就く人が自分の職業に 

誇りを感じているのか？ 
 
3.1. 主観的な職業威信の構造 
 
上瀬・堀・下村・今野・岡本は，25 歳から 59 歳ま

での有職者 501 名に対して主観的な職業威信の構造に

関して検討している 13)．上瀬他は主観的な職業威信を

「職業自尊心」および「自分の職業に関する側面別の

誇り」によって測定している．その結果，「自分の職業

に関する側面別の誇り」は「社会的承認による誇り」

「やりがいによる誇り」「社会的奉仕による誇り」の 3
尺度から構成されていた．これら 3 つの側面とは，①

自分の職業が家族や社会から認められているかどうか

ということから感じられる誇り（社会的承認による誇

り），②自分で納得のいくものが作れたり，自分の働き

が上司や同僚に認められているかどうかということか

ら感じられる誇り（やりがいによる誇り）③自分の職

業が人を感動させたり，幸せにすることができるかど

うかということから感じられる誇り（社会的奉仕によ

る誇り）である．しかし，上瀬他では有職者全般につ

いて検討しているが，特定の職業についての主観的な

職業威信は検討していない．そのため，特定の職業に

関する主観的な職業威信，とくにノブレス・オブリー

ジュを持つ職業を対象にして検討する必要がある． 
 ノブレス・オブリージュを持つ職業のひとつとし

て消防官が考えられる．消防官は人命救助を主要業

務とした社会的使命の大きい職業である．このこと

から考えると，消防官は社会的承認や社会的奉仕に

よって自分の職業に誇りを感じていると予想される．

また，自らの危険を冒してまでも市民に安全をもた

らそうとするので，火災を消火したり，ビルに取り

残された人を救助できたときの達成感は非常に高い

と考えられる．このことから，消防官は自分の職業
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に対してやりがいを感じていること誇りと結びつい

ていることが予想される． 
 以上の点から，本研究ではノブレス・オブリージ

ュを持つ職業として消防官を対象にして検討する． 
 
3.2. 消防官の主観的な職業威信を取り上げる意義 
 

消防官という職業は必ずしも社会的な地位が高い

職業とは言えない．すなわち，客観的な職業威信ス

コアの高い職業ではない．客観的な職業威信は学歴

や所得との相関がみられるが 8)，消防官にはそれら

の点が該当しない．消防官と同じ保守的職業にあた

る警察官の職業威信スコアは 57 であり，決して客観

的な職業威信が高い職業とは言えない．しかし，組

織における違反との観点から見ると，消防官の主観

的な職業威信は高いことが予想される． 

Fig.1　組織別にみた「不正」の新聞記事件数（2003/1/1～12/31）
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Fig. 1 は 2003 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1

年間，全国紙（朝日，読売，毎日，産経の各新聞）

に掲載された「不正」に関する記事件数を組織の種

類別に集計したものである．これを見ると不正に関

する記事は「会社」に関連して書かれているものが

もっとも多く，ついで「企業」「組織」が多い．さら

に「大学」や「警察」などの教育・公的機関が続く

が，「消防」は不正に関する記事がほとんどみられな

い．その理由として，消防官は母集団の人数が少な

いからとも言えるが，消防官は人命救助を主要職務

とした社会的使命の大きい職業であるため，重大な

組織違反を起こしていないとも考えられる．また，

堀・鎌田・岡本 14)によると，一般有職者を比較した

場合，消防官は主観的な職業威信尺度得点のうち，

社会的承認による誇り得点及び社会的奉仕による誇

り得点が高い．そこで，消防官の主観的な職業威信

とはどのような構造なのかについて検討する必要が

ある．さらには組織における違反防止との関連を明

らかにすることによって，主観的な職業威信が組織

における違反発生の背後要因として妥当なものであ

るか明らかにすることができる． 
 

4. 本研究の構成 
 
 本研究では，消防官を対象として以下の 3 点につ

いて検討を行う． 
 第一に，消防官の主観的な職業威信の構造につい

て明らかにすることを目的とする．研究 1 では消防

官の主観的な職業威信に関して自由記述法による質

的な分析を行い探索的な検討を行う．研究 2 では数

量的な分析を行い，消防官の主観的な職業威信がど

のような次元から構成されているか検討する． 
第二に，研究 2 ではさらに主観的な職業威信と組

織における違反との関連について検討する．ただし，

本研究では，組織における違反行動そのものでなく

Pro-social 行動との関連について検討する．組織のた

めになる行動を Pro-social 行動といい，違反行動の

ような Anti-social 行動とは対になる概念である．主

観的な職業威信と組織における Pro-social 行動との

関連から，組織における違反防止可能性について検

討する． 
第三に，これらの結果にもとづいて違反発生の背

後要因としてのノブレス・オブリージュについて考

察する．さらには，組織における違反防止に活用可

能な方策について提言を行う． 

 

5. 研究 1 
 
5.1. 目的 

研究 1 では，自由記述法による回答をもとに，消

防官の主観的な職業威信を探索的に検討することを

目的とする． 
 
5.2. 方法 
（1）調査実施日 2003 年 5 月 21 日． 
（2）調査対象者 消防学校専科教育訓練を受講し

ていた消防官73名を対象とした．内訳は男性70名，

女性 3 名で，平均年齢は 29.07 歳（SD＝4.83）だっ

た． 
（3）質問項目および手続き 「消防の仕事をやっ

ていてよかったと思う経験」について自由記述によ

る回答を求めた． 
（4）調査手続き 講義終了後に受講者全員に質問

用紙を配付し，その場で回答を求めた．回答が終了

した者から順に質問用紙を回収した． 

 
5.3. 結果と考察 

自由記述による回答を分類したものが Table 1 であ
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る．回答を分類した結果，「お礼・感謝されたとき」が

41 名で圧倒的に多かった．具体的な経験として，「被

災者の方に感謝されたり御礼（手紙）をされたとき（42
歳，男性）」や「現場で人命救助したときにお礼を言わ

れたとき（26 歳，男性）」「市民と接する機会があると

きに‘いつもありがとうございます’と感謝される言

葉を受けたとき（29 歳，男性）」「見学来署に来た小学

生からの手紙を見たとき（26 歳，男性）」などがあげ

られていた．ついで「消火・救出できたとき（8 名）」

が多く，「救助活動で無事救助者を救出できたとき（33
歳，男性）」「家などの延焼防止ができた時（25 歳，男

性）」などがあげられていた．「良い結果だったとき（6
名）」には，「自分が頑張ってきた事に対してよい結果

が得られたこと（31 歳，男性）」や「住民等から期待

された中で結果が出されたとき（27 歳，男性）」とい

った回答がみられた．「仕事での経験が生かされたとき

（5 名）」には，「日常生活でも役立てられる事（25 歳，

女性）」や「日ごろから人に対して心配したり，助けた

り関心を多く持つようになったこと（27 歳，男性）」

のような回答がみられた．「人の役に立ったとき（4
名）」には，「市民の方に期待されているなと感じるこ

と（26 歳，男性）」「人の役に立てたと思うとき（31
歳，男性）」などの回答があげられていた． 

お礼・感謝されたとき 41

消火・救出できたとき 8

よい結果だったとき 6

仕事での経験が生かされたとき 5

人の役に立ったとき 4

その他 4

なし 7

合計 75
（回答者数：72名）

Table 1　「よかったと思う経験」に関する自由記述回答の結果

 以上の結果から，消防官は人から直接お礼をされ

たり感謝される経験が非常に多い職業であることが

明らかになった．消防官がさまざまな事故や災害に

際して救助や救出，消火活動を行うということは一

般市民に対するサービスといえる．サービスを主と

する職業は数多くあるが，サービスの享受者からこ

れほどまで厚く感謝されたり直接お礼を言われる機

会のある職業は他にはそれほどないであろう．日々

の業務の中で関わった人々から認められることで，

消防官は自分の職業に対する誇りを感じていること

が示唆される．また，人命に関わるような災害現場

に出場し，無事火災を鎮火したり人命救助できたと

いう達成感も消防官特有のものであり，職業に対す

る誇りを高めているといえる．さらに，一般市民か

ら期待を寄せられているという自負や職務を全うで

きたという社会への奉仕を強く感じられる経験があ

るのも職業に対する誇りに影響を及ぼしているとい

える． 
以上のことをまとめると，消防官の主観的な職業威

信は一般市民との結びつきが誇りの高さに影響を与え

ている可能性を示した．消防官という職業は，人から

感謝され，社会に貢献しているという意識が社会との

接触によって実感することができる職業であるといえ

る．換言すれば，消防官は社会と直接的なコミュニケ

ーションをとることによって自分の職業を評価するこ

とが可能なのである． 
 
6. 研究 2 
 
6.1. 目的 

消防官の主観的な職業威信について以下の点につ

いて検討する．  
これまで述べてきたように，消防官の主観的な職

業威信の構造は一般有職者のものと異なる可能性が

ある．そうであれば，職業に対する評価も異なるこ

とが予想される．そこで，消防官自身による自分の

職業に対する評価および主観的な職業特性および主

観的な職業威信の特徴について明らかにすることを

第一の目的とする．つぎに，上記の結果をふまえ，

消防官の主観的な職業威信の構造について因子分析

を用いて明らかにすることを第二の目的とする．さ

らに，主観的な職業威信と組織における違反防止の

背景要因との関連を明らかにすることを第三の目的

とする．本研究では，組織における違反防止の背景

要因として Pro-social な意識および行動を用いる． 
なお本研究では，上瀬他 13)と同様に「自分の職業

に対する誇り」を主観的な職業威信の一側面として

とらえて検討する． 

   
6.2. 方法 
（1）調査実施期間 2003 年 11 月～2004 年 3 月． 
（2）調査対象者 調査実施期間に消防学校専科教

育訓練（救助科あるいは救急科）を受講していた消

防官 187 名を対象とした．調査対象者はすべて男性

で，平均年齢は 29.95 歳（SD＝4.82）だった． 
（3）質問項目 質問紙は，主観的な職業威信や

Pro-social 行動，個人特性に関する尺度，および個人

属性に関する項目から構成された．主観的な職業威

信に関する尺度および項目は上瀬他 13)と同様のもの

を用いた．いずれの尺度も該当項目を単純加算した

ものを尺度得点とした． 
a．消防官自身の職業評価（11 項目） 「家族に認
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められている」「知識や技能が活かせる」「人に感動

を与えられる」などの事柄が自分の職業にあてはま

るかどうかについて，「あてはまる(3)」から「あて

はまらない(1)」の 3 段階評定で回答を求めた． 
b．職業に対する誇り（11 項目） 自分の職業が「社

会に認められている」「家族に認められている」かど

うか，「自分で納得のいくものが作れる」「知識・技

術を生かせる」かどうか，「人を幸せにしてあげられ

る」「人に感動を与えられる」かどうかなどの項目に

ついて「非常に影響を与えている(4)」から「まった

く影響を与えていない(1)」までの 4 段階評定で回答

を求めた． 
c．組織市民行動尺度（13 項目） 従業員が行う任

意の行動のうち，従業員にとって正式な職務の必要

条件ではない行動ではあるが，その行動によって組

織の効果的機能を促進する行動 15)をいう．本研究で

は，田中 16)が作成した尺度の中から「誠実さ」「職

務への配慮」「組織支援行動」「清潔さ」の 4 つの下

位尺度を使用した．「不必要に仕事の手を休めないよ

うに気をつける」「仕事で間違いに気づいたらすぐに

それを正す」「自分の会社（組織）が開催するイベン

トの情報を自主的に紹介する」「職場では机はいつも

きれいにし，汚さないようにしている」などの項目

について「あてはまる（4）」から「あてはまらない

（1）」までの 4 段階評定で回答を求めた．  
d．援助規範意識尺度（12 項目） 箱井・高木 17)に

よる尺度を使用した．「自分を犠牲にしてまでも，人

を助ける必要はない」「困っている人に，自分の持ち

物を与えることは当然のことである」などの項目に

ついて「あてはまる（5）」から「あてはまらない（1）」
までの 5 段階評定で回答を求めた． 
 
（4）調査手続き 調査対象者に対して「消防官の職業

意識と職場行動に関する調査」という名目で上述の質

問紙について自記式で回答を求めた．質問紙は事前に

配付した．個別に回答してもらったものを受講終了後

に回収した． 

Fig 2　「自分の職業にあてはまるかどうか」の度数分布
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6.3. 結果と考察 
（1）分析 1 消防官の職業特性と主観的な職業 

威信の特徴 
a．消防官自身による職業評価 職業評価に関する

11 項目に対して自分の職業にあてはまるかどうか

尋ねた結果を Fig. 2 に示す．ここでは「あてはまら

ない」の度数が少ない順に並べ替えて表示した． 
上位に並んでいるのは「家族に認められている」

や「社会に貢献している」「社会的に認められている」

など，周囲の人々との関わり合いを表す項目で，項

目が「あてはまらない」と回答した者はほとんどみ

られなかった．その下には「仕事にやりがいがある」

「人に感動を与えられる」「知識や技能を活かせる」

など，職業そのものに対する評価を表す項目が並び，

回答者の過半数が「あてはまる」と回答していた． 
一方で，「よい商品やサービスを提供できる」「報

酬が十分得られる」「自分で納得のいくものが作れ

る」「自分の働きが同僚や上司に認められている」の

4 項目は他の 7 項目と比べて「あてはまる」と回答

した者が極端に少なく，また「あてはまらない」と

回答した者も多かった．このことから，この 4 項目

は消防官の職業としての特徴を十分にとらえていな
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い可能性がある． 
この結果から，消防官はいかに自分の職業が「周

囲の人々から認められているか」，あるいは「いかに

周囲の人々に関わっているか」ということで自分の

職業を評価し，また自分の仕事内容について「自分

自身で価値観を見出すこと」によって自分の職業を

評価していることが推察される．その反面，一般有

職者でみられた「上司からの評価」「報酬」といった

組織内での評価や「サービスの内容」「納得のいくも

のが作れる」といった仕事の成果に関する側面から

は自分の職業に該当していないといえる．上瀬他 13)

では，主観的な職業威信と年収（r=.31）との間に有

意な相関がみられた．このことから，一般有職者で

は主観的な職業威信が高い職業であれば年収も高い

が，消防官は年収が高くないにもかかわらず，主観

的な職業威信が高い可能性がある． 

Fig 3　「職業に対する誇りに影響を与える側面」の度数分布
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b．主観的な職業威信に影響を与える側面 職業評

価に関する項目と同様の内容に対して「自分の職業

に対する誇りにどの程度影響を与えているか」につ

いて回答を求めた結果を Fig. 3 に示す．ここでは「全

く影響を与えていない」の割合が少ない順に並べ替

えて表示した．上位に並んだのは「仕事にやりがい

がある」「家族に認められている」「社会に貢献して

いる」「社会的に認められている」などの項目で，「非

常に影響を与えている」と「やや影響を与えている」

を含めると 8 割近くの者が自分の職業に対する誇り

に影響を与えていると回答した．続いて「非常に影

響を与えている」と「やや影響を与えている」が合

わせて 50％以上になる項目は「知識や技能を活かせ

る」「人に感動を与えられる」「人を幸せにしてあげ

られる」であった．このように自分の職業に影響を

与えている項目は，身近な家族だけでなく一般の

人々からも認められていること，その一方で人々に

よい影響を与えられること，そして仕事に達成感が

あることであるといえよう．では下位の項目にはど

のような特徴がみられるだろうか．「非常に影響を与

えている」と「やや影響を与えている」が合わせて

50％未満の項目は「報酬が十分得られる」「よい商品

やサービスを提供できる」「自分で納得のいくものが

作れる」「自分の働きが同僚や上司に認められてい

る」であった． 
 上瀬他 13)では，これら 11 項目から主観的な職業

威信が構成されていた．しかし，本研究の結果では

一部で影響を与えていない項目がみられた．このこ

とから，消防官の主観的な職業威信は一般有職者の

主観的な職業威信とは異なる構造を持つ可能性が示

唆された． 
 
（2）分析 2 消防官の主観的な職業威信の構造 
 上瀬ら 13)は職業に対する誇りに関する 15 項目に対

して因子分析を行い，社会的承認による誇り，やりが

いによる誇り，そして社会的奉仕による誇りからなる

3 因子構造を明らかにしている．同様に Fig. 3 の 11 項

目を用いて上瀬他 13)の手続きで因子分析（プロマック

ス回転）を行った(Table 2 参照)．項目は各因子ごとに

負荷量の高い順に並べてある． 
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その結果，一般有職者を対象とした上瀬他 13)の結果

と同様の 3 因子構造とは認められなかった．上瀬他 13)

による分析では，「社会的に認められている」「社会に

貢献している」「家族に認められている」「報酬を十分

得られる」の 4 項目が第 1 因子（社会的承認による誇

り）であり，以下第 2 因子（やりがいによる誇り）が

「やりがいがある」「知識や技能を活かせる」「よい商

品やサービスを提供できる」「自分で納得のいくものが

作れる」「自分の働きを同僚や上司に認められている」

の 5 項目，第 3 因子（社会的奉仕による誇り）が「人

に感動を与えられる」「人を幸せにすることができる」

の 2 項目から構成されていた． 
しかし，本研究では上瀬他 13)で第 1，第 2 因子に含

まれていた「報酬が十分得られる」「自分の働きを上司

に認められている」の負荷量が低く，どの因子にも十

分に負荷しなかった．また，「社会的奉仕による誇り（因

子 2）」は上瀬他 13) と同様の 2 項目から構成されてい

たが，「やりがいによる誇り」に含まれていた項目が複

数の因子に負荷していた．すなわち，「知識や技能を活

かせる」「やりがいがある」の項目が「社会的承認によ

る誇り」と同一因子に負荷していた（因子 1 および因

子 3）．以上の結果から，同一の因子構造が再現されな

かった理由がいくつか考えられる．まず，消防官の職

業にはあてはまらない項目が含まれていた点が考えら

れる（Fig. 2 参照）．「よい商品やサービスを提供でき

る」「報酬が十分得られる」「自分で納得のいくものが

作れる」「自分の働きが同僚や上司に認められている」

の 4 項目である．また，報酬の多寡や上司あるいは同

僚からの評価の側面に関して，消防官の職業に対する

誇りに及ぼす影響が一般有職者（とくに男性有職者）

と異なっている可能性がある． 
以上の結果から，「報酬が十分得られる」「よい商

品やサービスを提供できる」「自分で納得のいくもの

が作れる」「自分の働きが同僚や上司に認められてい

る」の 4 項目を除外し，7 項目を用いて因子分析（主

因子法，因子の解釈によって因子数を決定，プロマ

ックス回転）を行った．その結果，第 1 因子は「社

会に貢献している」「社会的に認められている」「や

りがいがある」「知識や技能を活かせる」「家族に認

められている」の 5 項目に負荷量が高く，「承認とや

りがい」に関する因子とした（誇り 1）．第 2 因子は

「人を幸せにしてあげられる」「人に感動を与えられ

る」の 2 項目に負荷量が高く，「社会的奉仕」に関す

る因子とした（誇り 2）．一般有職者の主観的な職業

威信は「承認による誇り」と「やりがいによる誇り」

がそれぞれ別次元であるのに対して，消防官の主観

的な職業威信は人々から認められていることと仕事

への達成感についての項目が同一次元になっている

のが特徴といえる． 

 

項目 因子1 因子2 因子3 平均値 標準偏差

◎  5  「自分の職業が社会的に認められている」かどうか .755 .025 -.071 3.16 0.79
◎  1  「自分の職業が社会に貢献している」かどうか .702 -.031 .011 3.21 0.77
●  2  「自分の職業にやりがいがある」かどうか .643 .071 .005 3.30 0.72
●  6  「自分の職業が知識や技能を活かせる」かどうか .585 -.011 .129 2.81 0.87
◎  3  「自分の職業が家族に認められている」かどうか .512 .130 -.133 3.32 0.78
◎  4  「自分の職業が報酬を十分得られる」かどうか .314 -.178 .145 2.09 0.78
△ 10 「自分の職業が人に感動を与えられる」かどうか .048 .910 -.048 2.93 0.87
△ 11 「自分の職業が人を幸せにしてあげられる」かどうか -.078 .899 .067 2.92 0.91
●  7  「自分の職業がよい商品やサービスを提供できる」かどうか -.015 -.061 .799 2.17 0.95
●  8  「自分の職業が自分で納得のいくものが作れる」かどうか -.016 .072 .721 2.02 0.89
●  9  「自分の職業が自分の働きを同僚や上司に認められている」かどうか .171 .209 .369 2.29 0.75

上瀬他（2003）での3因子：　◎社会的承認による誇り　●やりがいによる誇り　△社会的奉仕による誇り

Table 2　プロマックス回転後の因子パターン

 
（3）分析 3 Pro-social な意識・行動との関連 

援助規範意識尺度と組織市民行動尺度を先行研究

に沿って因子分析を行った．組織市民行動は先行研

究と同様に 4 つの下位尺度（誠実さ，職務上の配慮，

組織支援行動，清潔さ）が得られたが，援助規範意

識尺度は先行研究と同様の因子構造がみられなかっ

たため，再現された下位尺度（自己犠牲規範，弱者

救済規範）のみ分析に用いた． 
続いて，得られた各下位尺度の因子得点を算出し，

職業に対する誇りとの相関係数を求めた（Table 3）．
その結果，職業に対する誇りは，ほぼ全ての

Pro-social な意識や行動に関する尺度と有意な関連

がみられた．「承認とやりがい」に関する誇りは，相

関係数の高い順に並べると「組織支援行動」「職務上

の配慮」「清潔さ」と 1％水準で有意な相関が認めら

れた．そして「自己犠牲（逆転）」「誠実さ」との間

に 5％水準で有意な相関がみられた．一方，「社会的

奉仕」に関する誇りには「清潔さ」「自己犠牲（逆転）」
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「職務上の配慮」「組織支援行動」との間に 1％水準

で有意な相関が認められた． 
人から認められることの誇りや達成感から感じら

れる誇りが高ければ，組織に対して支援的に振る舞

い，責任を持って職務を遂行し，職場環境を清潔に

保ちやすくなり，自己犠牲を避ける傾向や誠実に職

務を遂行する傾向も高まるといえる．一方で人の役

に立つことへの誇りが高ければ，職場環境を清潔に

保ち，自己犠牲を避け，責任を持って職務を遂行し，

組織に対して支援的に振る舞いやすくなるといえる．  
以上のことから，主観的な職業威信が高ければ高

いほど，組織における Pro-social 行動や援助規範的

な意識を高めているといえる．また，主観的な職業

威信が高い消防官の職業において，とりわけ主観的

な職業威信が高い者ほど組織における Pro-social 行

動をとりやすく，援助規範的な意識を持ちやすいこ

とが示された．ノブレス・オブリージュを持つ個人

は，困っている人を助けなければならないという考

えを持つ傾向があり，組織の一員として有益に行動

する可能性があることが示された．さらには，組織

内部に閉鎖的に振る舞うのではなく，組織外部へ開

いた活動（情報公開や各種イベントの開催，家族や

地域住民との交流の促進）を行うことによって主観

的な職業威信を高めることが示唆された． 

援助規範１

自己犠牲（逆転）

援助規範２

弱者救済
組織市民行動１

誠実さ
組織市民行動２

職務上の配慮
組織市民行動３

組織支援行動
組織市民行動４

清潔さ

誇り１　承認とやりがい -.187 * .065 .152 * .236 ** .270 ** .205 **
誇り２　社会的奉仕 -.225 ** .095 .107 .219 ** .190 * .287 **

Table 3　職業に対する誇りとの関連

*　p <.05　　**p <.01  

 
7. 全体的考察 
 
 本研究では，消防官を対象として以下の 2 点につ

いて検討を行った．これらの考察をもとに社会技術

として活用可能な方策について提言する． 
 
7.1. 主観的な職業威信の構造 
 本研究は，消防官を対象として 2 つの調査研究を

行い，消防官の主観的な職業威信の構造について明

らかにすることを第一の目的とした． 
研究 1 では消防官の主観的な職業威信に関して自

由記述法による質的な分析を行い，探索的な検討を

行った．「消防の仕事をやっていてよかったと思う経

験」について自由記述による回答を求めた． 
回答を分類した結果，「お礼・感謝されたとき」が

圧倒的に多く，以下「消火・救出できたとき」「よい

結果だったとき」「仕事での経験が生かされたとき」

「人の役に立ったとき」の順で多くみられた．その

結果，消防官は人から直接お礼をされたり感謝され

る経験が非常に多い職業であることが明らかになっ

た．日々の業務の中で関わった人々から自分の職業

を承認されることで，消防官は自分の職業に対する

誇りを感じていることが示唆された． 
以上のことから，消防官の主観的な職業威信は一

般市民との結びつきが誇りの高さに影響を与えてい

る可能性が示された． 
研究 2 では評定尺度を用いた質問紙調査を行い，

消防官の主観的な職業威信の構造について検討した．

主観的な職業威信の構造について検討する前に，消

防官自身による職業評価について検討した．その結

果，消防官はいかに自分の職業が「周囲の人々から

認められているか」，あるいは「いかに周囲の人々に

関わっているか」ということで自分の職業を評価し，

また自分の仕事内容について「自分自身で価値観を

見出すこと」によって自分の職業を評価しているこ

とが推察された．一方で，一般有職者にみられた「上

司からの評価」「報酬」のような組織内での評価や「サ

ービスの内容」「納得のいくものが作れる」のような

仕事の成果に関する側面は該当していなかった．先

行研究では主観的な職業威信と年収（r=.31）との間

に有意な相関がみられることから，消防官は年収が

高くないにもかかわらず，主観的な職業威信が高い

可能性が示された． 
つぎに主観的な職業威信に影響を与える側面につ

いて，度数分布をもとに検討した．その結果，「報酬

が十分得られる」「よい商品やサービスを提供でき

る」「自分で納得のいくものが作れる」「自分の働き

が同僚や上司に認められている」の 4 項目は 50％以

上の者が職業に対する誇りに影響を与えていないと

回答していた．一般有職者を対象とした研究では 11
項目から主観的な職業威信が構成されていたが，本

研究の結果から消防官の主観的な職業威信は一般有

職者の主観的な職業威信とは異なる構造を持つ可能

性が示唆された．本研究では消防官を対象としてい

るため，一部の項目内容が解釈しにくかった可能性

も考えられる．今後調査対象に応じて質問内容を再

吟味する必要がある． 
そして主観的な職業威信の構造について先行研究

と同様の手続きで因子分析を行ったが，同様の因子
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構造は確認されなかった．そこで，どの因子にも十

分な負荷量がなかった項目などを除いて再度因子分

析を行った結果，2 因子が抽出された．第 1 因子は

「社会に貢献している」「社会的に認められている」

「やりがいがある」「知識や技能を活かせる」「家族

に認められている」の 5 項目に負荷量が高く，「承認

とやりがい」に関する因子とした（誇り 1）．第 2 因

子は「人を幸せにしてあげられる」「人に感動を与え

られる」の 2 項目に負荷量が高く，「社会的奉仕」に

関する因子とした（誇り 2）． 
一般有職者の主観的な職業威信は「承認による誇

り」と「やりがいによる誇り」がそれぞれ別次元で

あるのに対して，消防官の主観的な職業威信は人々

から認められていることと仕事への達成感について

の項目が同一次元になっているのが特徴といえる．

しかし，第 2 因子に負荷する項目が 2 つと少なく，

因子としての妥当性に疑問が残る．今後は項目数を

追加するなどして再度分析を行い，より安定した概

念構造を示す必要がある． 
 
7.2. 主観的な職業威信と Pro-social な意識・行動 
との関連 
さらに研究 2 では，第二の目的として主観的な職

業威信と組織における違反との関連について検討し

た（研究 2）．主観的な職業威信と組織における

Pro-social 行動との関連から，組織における違反防止

可能性について検討を行った．その結果，主観的な

職業威信が高ければ高いほど組織における

Pro-social 行動や援助規範的な意識を高めていた．こ

のことから，主観的な職業威信は組織における違反

発生の背後要因である可能性が示唆された． 
以上のことから，ノブレス・オブリージュを持つ

個人は他者に対して援助規範意識を持つ傾向があり，

組織の一員として有益に行動する可能性があること

が示唆された．組織における違反防止や社会奉仕の

ための行動を促進させるためには，社会がどのよう

に感じているかだけではなく，主観的な職業威信の

高さ，すなわちノブレス・オブリージュが大きな役

割を果たしているといえる． 
今後の展望として，組織における違反防止の背景

要因間の相互作用なども含めて多角的に検討してい

く必要がある． 
 
8. まとめ 
 
冒頭の新聞記事にあるように‘組織の隠蔽体質’

が組織による不正の一因となることが考えられる．

これを本研究の知見にあてはめると以下のようにな

る．まず，主観的な職業威信が高ければ，Pro-social
行動や価値観も同時に高まり，その結果，組織にお

ける違反を防止することが可能になると考えられる．

また隠蔽体質のない組織であれば，外集団（たとえ

ば一般市民，顧客など）との相互作用が多く，その

結果として外集団との接触機会や心理的・物理的距

離感が近づくと考えられる．消防官の主観的な職業

威信が高いのは，人命救助という職務内容，言い換

えれば，個々の活動そのものが社会との接点がある

からとも考えられるが，社会との接点が多くなるこ

とで人々から認められていると感じたり，達成感を

得る機会も多くなると予想される．一方，隠蔽体質

のある組織であれば，外集団との相互作用が少なく，

その結果として外集団との接触機会も心理的・物理

的距離感も疎くなることが考えられる．このように

社会との接点が閉ざされてしまうと，もはやノブレ

ス・オブリージュは生まれてこない．組織内部で閉

鎖的に振る舞うのではなく，組織外部に開かれた活

動を行うことによって主観的な職業威信を高めるこ

とができると考えられる．すなわち，職業に対する

誇りを高めるためには社会とのコミュニケーション

が必要不可欠なのである． 
今後は大規模サンプルや他の職業を対象とした調

査を行い，本研究の知見を再確認していくことが必

要であろう． 
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People have certain feelings of pride to their occupation, which is called "Nobless Oblige," i.e., subjective 
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